
第１号様式（第６条関係） 令和 2 年 4 月 1 日

田野町教育委員会　殿 申請人 住所 －

団体等名

代表者氏名 印

13 時 30 分

－ －

2 年 4 月 6 日（ 月 ） 13 時 00 分 ～ 16 時 30 分

１．イベントホール ⇒（ 全 ・ 舞台 ・ 舞台以外） ⇒ 設備：（ 音響 ・ 照明 ・ 附属設備 ）

２．控室　　　　　　　　３．練習室　　　　　４．楽屋（ １ ・ ２ ・ 和室 ）

５．パントリー　　　　　６．展示コーナー

７．多目的会議室（ 全 ・ 西 ・ 東 ）⇒ 設備（ プロジェクター ・ スクリーン ・ 音響設備 ）

８．和室（ 全 ・ 半 ）　　９．工作室　　　　　10．実習室１（ 全 ・ 半 ）

11．実習室２　　　　　　12．ＡＶルーム ⇒ 設備（ 映像設備 ・ スクリーン ・ 音響設備 ）

2 年 4 月 6 日（ 月 ） 13 時 00 分 ～ 17 時 00 分

１．イベントホール ⇒（ 全 ・ 舞台 ・ 舞台以外） ⇒ 設備：（ 音響 ・ 照明 ・ 附属設備 ）

２．控室　　　　　　　　３．練習室　　　　　４．楽屋（ １ ・ ２ ・ 和室 ）

５．パントリー　　　　　６．展示コーナー

７．多目的会議室（ 全 ・ 西 ・ 東 ）⇒ 設備（ プロジェクター ・ スクリーン ・ 音響設備 ）

８．和室（ 全 ・ 半 ）　　９．工作室　　　　　10．実習室１（ 全 ・ 半 ）

11．実習室２　　　　　　12．ＡＶルーム ⇒ 設備（ 映像設備 ・ スクリーン ・ 音響設備 ）

年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

１．イベントホール ⇒（ 全 ・ 舞台 ・ 舞台以外） ⇒ 設備：（ 音響 ・ 照明 ・ 附属設備 ）

２．控室　　　　　　　　３．練習室　　　　　４．楽屋（ １ ・ ２ ・ 和室 ）

５．パントリー　　　　　６．展示コーナー

７．多目的会議室（ 全 ・ 西 ・ 東 ）⇒ 設備（ プロジェクター ・ スクリーン ・ 音響設備 ）

８．和室（ 全 ・ 半 ）　　９．工作室　　　　　10．実習室１（ 全 ・ 半 ）

11．実習室２　　　　　　12．ＡＶルーム ⇒ 設備（ 映像設備 ・ スクリーン ・ 音響設備 ）

１．徴収する ⇒

２．徴収しない⇒ ・

以下、記入不要

① 円 円 円 円 円

② 円 円 円 円 円

③ 円 円 円 円 円

円 円 円

％ △ 円

円

（使用許可日）

令和　 　年　　 月　 　日

許可番号： 第 号

納入額

係

使用料
請　求

受
付
印

決
裁
欄

教育長 所長

使　用
許　可

減免理由 １ 　２　 ３　 ４　 ５ 減免率

附属設備及び器具等（内訳別紙明細） その他

小　計

入場料
A．1,000円未満 B．2,000円未満 C．3,000円未満 D．3,000円以上

営　利 非営利

使用施設 基本額 町外加算
入場料加算
営利加算

冷暖房費

使
用
施
設
③

１
階

２
階

日時 令和

使
用
施
設
①

１
階

２
階

日時 令和

使
用
施
設
②

１
階

２
階

日時 令和

2511

安芸郡田野町1456-42

田野町歴史研究会

田野　いしん

田野町ふれあいセンター使用許可申請書

催し物の名称 開会時間

6410

使用責任者 清岡　道之助 （電話番号） 0887 38

〒 781
講演会「田野町の偉人たち」

田

野

使用施設①、②、③ それぞれ１部屋ごと

に記入してください。複数の部屋に〇をつ

けないようにご注意ください。

同日に３室以上使う場合は、複数枚に記入

して提出してください。

※但し、楽屋１・２は１室を間仕切って使

いますので、多目的会議室や和室と同じ考

え方となり、両方使う場合もまとめていた

だいてかまいません。楽屋（和室）は別途

になります。


